
改

正

後

改

正

前

（
検
定
の
公
表
）

（
検
定
の
公
告
）

第
三
条

技
術
検
定
の
実
施
期
日
、
実
施
場
所
そ
の
他
の
技
術
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通

大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。

第
三
条

技
術
検
定
の
実
施
期
日
、
実
施
場
所
そ
の
他
の
技
術
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通

大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
官
報
で
公
告
す
る
。

（
第
一
次
検
定
の
受
検
申
請
）

（
第
一
次
検
定
の
受
検
申
請
）

第
四
条

第
一
次
検
定
（
指
定
試
験
機
関
が
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書

の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受

検
申
請
書
に
、
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、

第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第

六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

を
、
同
条
第
二
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第
三
十

六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
書
類
を
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、

同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
条
第
二
項
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣（
第

一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

２

指
定
試
験
機
関
が
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
技
術
検
定
受
検
申
請
書
を
当
該
指
定
試
験
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

国
土
交
通
大
臣
（
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事

務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
は
、
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九

に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち

住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台

帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。

第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー

ド
を
い
う
。
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る

そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
書
面

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
二
次
検
定
の
受
検
申
請
）

（
第
二
次
検
定
の
受
検
申
請
）

第
四
条
の
二

第
二
次
検
定
（
指
定
試
験
機
関
が
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申

請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検

定
受
検
申
請
書
に
、
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
書
類
（
受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
を
令
第
三

十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
受
検
し
た
者
（
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。）に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
）
を
、
令
第
三
十
七

条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号

及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て

第
四
条
の
二

第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第

三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
（
受
検

し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
を
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に

該
当
す
る
者
と
し
て
受
検
し
た
者
（
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）に
あ
つ
て

は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
）
を
、
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第

二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書

類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及
び

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

施
工
技
術
検
定
規
則
及
び
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

施
工
技
術
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
四
十
三
号

建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
五
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
十
七
（
同
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
七
条
の
十
、
第
二
十
七
条
の
十
八
第
二
項
、
第
二
十
七
条

の
二
十
二
、
第
二
十
七
条
の
三
十
六
、
第
四
十
条
の
三
、
第
四
十
四
条
の
二
並
び
に
第
四
十
四
条
の
三
並
び
に
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
四
条
第
五
項
、
第
三
十
五
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
施
工
技
術
検
定
規
則
及
び
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





は
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は

第
二
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ

れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国

土
交
通
大
臣
（
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を

行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

２

指
定
試
験
機
関
が
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
技
術
検
定
受
検
申
請
書
を
当
該
指
定
試
験
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

国
土
交
通
大
臣
（
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事

務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
は
、
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十

条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又

は
そ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票

コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
定
の
免
除
の
申
請
）

（
検
定
の
免
除
の
申
請
）

第
五
条

令
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
い
ず
れ
も
指
定
試
験
機
関
が
第
一
次

検
定
又
は
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
三
号
に
よ
る

技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
一
部
の
免
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
免
除
を
受
け
る
資
格

を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
技
術
検
定
受
検
申
請
書
と
と
も
に
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

令
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
様
式
第
三
号
に
よ
る
技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定

の
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
免
除
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
技
術
検
定
受
検
申
請
書
と
と

も
に
国
土
交
通
大
臣
（
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術

検
定
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関

で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

令
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
が
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
第

一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
を
技
術
検
定

受
検
申
請
書
と
と
も
に
当
該
指
定
試
験
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
受
検
票
の
交
付
）

（
受
検
票
の
交
付
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、

技
術
検
定
受
検
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
技
術
検

定
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
を
含
む
。）を
審
査
し
、
受
検
資
格
（
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
検
定
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
含
む
。）が
あ
る
と
認
め
た
者
に
様
式
第
五

号
に
よ
る
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
、
第
一
次

検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
の
免
除
を
受
け
て
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
受
検
票
を

交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
（
受
検
票
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
）
は
、
技
術
検
定
受
検
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
令
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
検
定
の
免
除
の

申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
並
び
に
技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部

免
除
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
）
を
審
査
し
、
受
検
資
格
（
令
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
検
定
の
免
除
の
申

請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
検
資
格
及
び
検
定
の
免
除
を
受
け
る
資
格
）
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
様
式

第
五
号
に
よ
る
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又

は
第
二
次
検
定
の
全
部
の
免
除
を
受
け
て
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
受
検
票
を
交
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

指
定
試
験
機
関
は
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
指
定
試
験
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
検
資
格
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
申
請
に
係
る
検
定
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
含
む
。）が
あ
る
と
認
め
た
者
に
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
新
設
）

（
検
定
の
合
格
の
通
知
）

（
検
定
の
合
格
の
通
知
）

第
七
条

国
土
交
通
大
臣
（
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
合
格
の
通
知
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
は
、
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
者
に
、
そ
の
旨

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

国
土
交
通
大
臣
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
者
に
、
書
面
で

そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
格
者
の
公
表
）

（
合
格
者
の
公
告
）

第
八
条

技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
（
合
格
者
の
公
表
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す

る
。

第
八
条

技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
（
合
格
者
の
公
告
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
が
官
報
で
公
告
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 
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改

正

後

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

（
技
術
検
定
の
検
定
種
別
）

第
一
条

建
設
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
第
五
項
の
建
設
機
械
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
技
術
検
定
の
検
定
種
別
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

第
一
種

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
、
モ
ー
タ
ー
・
ス
ク
レ
ー
パ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
建
設
機
械
に
よ
る
施
工

二

第
二
種

パ
ワ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
、
バ
ッ
ク
ホ
ウ
、
ド
ラ
グ
ラ
イ
ン
、
ク
ラ
ム
シ
ェ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
建
設
機
械
に
よ
る
施
工

三

第
三
種

モ
ー
タ
ー
・
グ
レ
ー
ダ
ー
に
よ
る
施
工

四

第
四
種

ロ
ー
ド
・
ロ
ー
ラ
ー
、
タ
イ
ヤ
・
ロ
ー
ラ
ー
、
振
動
ロ
ー
ラ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建

設
機
械
に
よ
る
施
工

五

第
五
種

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
プ
ラ
ン
ト
、ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
デ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
、ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・

フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ダ
ー
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
仕
上
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
設
機
械
に
よ
る
施
工

六

第
六
種

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
、
大
口
径
掘
削
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
設
機
械
に
よ
る
施
工

２

令
第
三
十
四
条
第
五
項
の
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
技
術
検
定
の
検
定
種
別
は
、
土
木
、
鋼
構
造
物
塗

装
及
び
薬
液
注
入
と
す
る
。

３

令
第
三
十
四
条
第
五
項
の
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
の
検
定
種
別
は
、
建
築
、
躯
体
及
び

仕
上
げ
と
す
る
。

（
技
術
検
定
の
科
目
及
び
基
準
）

（
試
験
の
科
目
及
び
基
準
）

第
二
条

一
級
の
第
一
次
検
定
及
び
第
二
次
検
定
の
科
目
及
び
基
準
は
、
検
定
種
目
ご
と
に
別
表
第
一
に
定
め
る

と
お
り
と
し
、
二
級
の
第
一
次
検
定
及
び
第
二
次
検
定
の
科
目
及
び
基
準
は
、
検
定
種
目
ご
と
に
別
表
第
二
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条

一
級
の
第
一
次
検
定
及
び
第
二
次
検
定
の
科
目
及
び
基
準
は
別
表
第
一
に
、
二
級
の
第
一
次
検
定
及
び

第
二
次
検
定
の
科
目
及
び
基
準
は
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

建
設
機
械
施
工
管
理
及
び
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
及
び
第
二
次
検
定
の
科
目
は
、
別
表

第
二
に
定
め
る
科
目
の
う
ち
別
表
第
三
に
お
い
て
検
定
種
目
及
び
検
定
種
別
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
し
、
建
築

施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
の
科
目
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
科
目
の
う
ち
別
表
第
四
に
お
い
て
検

定
種
別
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

建
設
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
種
別
を

定
め
た
場
合
に
お
け
る
第
一
次
検
定
及
び
第
二
次
検
定
の
科
目
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
科
目
の
う
ち
か
ら
国

土
交
通
大
臣
が
種
別
ご
と
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
三
十
六
条
の
学
科
）

（
削
る
）

第
二
条

令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
令
第
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ

及
び

並
び

に
第
二
号
イ

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
学
科
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
定
種
目
に
応
じ
て
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
学
科
と
す
る
。

検
定
種
目

学

科

建
設
機
械
施
工
管
理

土
木
工
学
（
農
業
土
木
、
鉱
山
土
木
、
森
林
土
木
、
砂
防
、
治
山
、
緑
地
又
は
造

園
に
関
す
る
学
科
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
都
市
工
学
、
衛
生
工
学
、交
通
工
学
、

電
気
工
学
、
電
気
通
信
工
学
、
機
械
工
学
又
は
建
築
学
に
関
す
る
学
科

土
木
施
工
管
理

土
木
工
学
、
都
市
工
学
、
衛
生
工
学
、
交
通
工
学
又
は
建
築
学
に
関
す
る
学
科

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
第
二
条

施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
前
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





建
築
施
工
管
理

建
築
学
、
土
木
工
学
、
都
市
工
学
、
衛
生
工
学
、
電
気
工
学
、
電
気
通
信
工
学
又

は
機
械
工
学
に
関
す
る
学
科

電
気
工
事
施
工
管
理

電
気
工
学
、
電
気
通
信
工
学
、
土
木
工
学
、
都
市
工
学
、
機
械
工
学
又
は
建
築
学

に
関
す
る
学
科

管
工
事
施
工
管
理

土
木
工
学
、
都
市
工
学
、
衛
生
工
学
、
電
気
工
学
、
電
気
通
信
工
学
、
機
械
工
学

又
は
建
築
学
に
関
す
る
学
科

電
気
通
信
工
事
施
工

管
理

電
気
通
信
工
学
、
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
都
市
工
学
、
機
械
工
学
又
は
建
築
学

に
関
す
る
学
科

造
園
施
工
管
理

土
木
工
学
、
園
芸
学
、
林
学
、
都
市
工
学
、
交
通
工
学
又
は
建
築
学
に
関
す
る
学

科

（
第
一
次
検
定
の
受
検
資
格
）

第
四
条

一
級
の
第
一
次
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
当
該
第
一
次
検
定
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
年

度
の
末
日
に
お
け
る
年
齢
が
十
九
歳
以
上
の
者
と
す
る
。

（
新
設
）

２

二
級
の
第
一
次
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
当
該
第
一
次
検
定
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
年
度
の

末
日
に
お
け
る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
の
者
と
す
る
。

（
第
二
次
検
定
の
受
検
資
格
）

第
五
条

一
級
の
第
二
次
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同
検

定
種
目
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

二

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同
検

定
種
目
に
関
し
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
実
務
の
経
験
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
実
務
経
験
」
と
い
う
。）

一
年
以
上
を
含
む
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同
検

定
種
目
に
関
し
特
例
監
理
技
術
者
（
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第

二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
監
理
技
術
者
を
い
う
。）の
行
う
べ
き
職
務
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
一
年

以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

四

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同
検

定
種
目
に
つ
い
て
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た

後
同
検
定
種
目
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

五

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同
検

定
種
目
に
つ
い
て
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た

後
同
検
定
種
目
に
関
し
特
定
実
務
経
験
一
年
以
上
を
含
む
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

六

国
土
交
通
大
臣
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

２

二
級
の
第
二
次
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
定
種
目
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

建
設
機
械
施
工
管
理

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
別
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同

検
定
種
別
に
関
し
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ロ

建
設
機
械
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
の

検
定
種
別
に
関
し
一
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た

者
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二

土
木
施
工
管
理

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
別
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同

検
定
種
別
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ロ

土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
の
検
定

種
別
に
関
し
一
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た

者

三

建
築
施
工
管
理

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
受
検
し
よ
う
と
す
る
検
定
種
別
に
関
し
三

年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ロ

建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
受
検
し
よ
う
と
す
る
検
定
種
別
に
関
し
一

年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た

者

四

電
気
工
事
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
、
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理

次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同

検
定
種
目
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ロ

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
同

検
定
種
目
に
関
し
一
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た

者

（
受
検
欠
格
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
が
、
検
定
種
目
（
建
設
機
械
施
工
管
理
及
び
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検

定
及
び
第
二
次
検
定
並
び
に
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
、
検
定
種
別
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）ご
と
に
、
当
該
検
定
種
目
に
係
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
の
に
障
害
と
な
る
と
認
め
て

指
定
す
る
精
神
上
又
は
身
体
上
の
欠
陥
を
有
す
る
者
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
検
定
種
目
に

係
る
技
術
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

（
第
一
次
検
定
の
受
検
申
請
）

（
第
一
次
検
定
の
受
検
申
請
）

第
七
条

第
一
次
検
定
（
指
定
試
験
機
関
が
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書

の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受

検
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

第
一
次
検
定
（
指
定
試
験
機
関
が
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書

の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受

検
申
請
書
に
、
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、

第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第

六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

を
、
同
条
第
二
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に

規
定
す
る
学
科
を
修
め
た
こ
と
を
証
す
る
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

（
削
る
）

二

実
務
経
験
を
証
す
る
様
式
第
二
号
に
よ
る
使
用
者
の
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

（
削
る
）

三

受
検
し
よ
う
と
す
る
種
目
に
つ
い
て
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
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（
削
る
）

四

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
と
な

る
べ
き
書
類

一

国
土
交
通
大
臣
が
前
条
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
す
る
精
神
上
及
び
身
体
上
の
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

に
足
り
る
書
面

五

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
す
る
精
神
上
及
び
身
体
上
の
欠
陥
が
な
い
こ
と

を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

二

（
略
）

六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
（
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事

務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
は
、
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九

に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
う

ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十
五

条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
（
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事

務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
は
、
第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九

に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち

住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
第
二
次
検
定
の
受
検
申
請
）

（
第
二
次
検
定
の
受
検
申
請
）

第
八
条

第
二
次
検
定
（
指
定
試
験
機
関
が
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書

の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受

検
申
請
書
に
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
、
第

三
号
ロ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

書
類
を
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第

六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
第
五
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号

ハ
若
し
く
は
第
四
号
ハ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
第
五
条
第

二
項
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
又
は
第
四
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
二
号
、
第
四
号
、
第

六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
四
条
の
二

第
二
次
検
定
（
指
定
試
験
機
関
が
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申

請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検

定
受
検
申
請
書
に
、
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
書
類
（
受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
を
令
第
三

十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
受
検
し
た
者
（
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。）に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
）
を
、
令
第
三
十
七

条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号

及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て

は
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は

第
二
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ

れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
面

一

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
級
及
び
種
目
を
同
じ
く
す
る
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
面

二

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目（
建
設
機
械
施
工
管
理
及
び
土
木
施
工
管
理
に
あ
つ
て
は
、

検
定
種
別
）
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
新
設
）

三

受
検
し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
検
定
種
目
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
面

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

五

国
土
交
通
大
臣
が
第
五
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
若
し
く
は
第

四
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
と
な
る
べ
き
書
類

三

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
と
な
る
べ
き
書
類

（
削
る
）

四

令
第
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と

及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
学
科
を
修
め
た
こ
と
を
証
す
る
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

六

国
土
交
通
大
臣
が
第
六
条
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
す
る
精
神
上
及
び
身
体
上
の
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
証
す

る
に
足
り
る
書
面

五

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
す
る
精
神
上
及
び
身
体
上
の
欠
陥
が
な
い
こ
と

を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

七

（
略
）

六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
検
定
の
免
除
の
申
請
）

（
検
定
の
免
除
の
申
請
）

第
九
条

令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
い
ず
れ
も
指
定
試
験
機
関
が
第
一
次

検
定
又
は
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
三
号
に
よ
る

技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
一
部
の
免
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
免
除
を
受
け
る
資
格

を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
技
術
検
定
受
検
申
請
書
と
と
も
に
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

令
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
い
ず
れ
も
指
定
試
験
機
関
が
第
一
次

検
定
又
は
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
三
号
に
よ
る

技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
一
部
の
免
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
免
除
を
受
け
る
資
格

を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
技
術
検
定
受
検
申
請
書
と
と
も
に
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
が
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
第

一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
を
技
術
検
定

受
検
申
請
書
と
と
も
に
当
該
指
定
試
験
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

令
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
が
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
第

一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
技
術
検
定
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
を
技
術
検
定

受
検
申
請
書
と
と
も
に
当
該
指
定
試
験
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
検
票
の
交
付
）

（
受
検
票
の
交
付
）

第
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
技

術
検
定
受
検
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
技
術
検
定

全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
を
含
む
。）を
審
査
し
、
受
検
資
格
（
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
検
定
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
含
む
。）が
あ
る
と
認
め
た
者
に
様
式
第
五
号

に
よ
る
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
、
第
一
次
検

定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
の
免
除
を
受
け
て
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
受
検
票
を
交

付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、

技
術
検
定
受
検
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
技
術
検

定
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
一
部
免
除
申
請
書
を
含
む
。）を
審
査
し
、
受
検
資
格
（
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
検
定
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
含
む
。）が
あ
る
と
認
め
た
者
に
様
式
第
五

号
に
よ
る
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
、
第
一
次

検
定
又
は
第
二
次
検
定
の
全
部
の
免
除
を
受
け
て
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
受
検
票
を

交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

指
定
試
験
機
関
は
、
第
七
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
指

定
試
験
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
検
資
格
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、

申
請
に
係
る
検
定
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
含
む
。）が
あ
る
と
認
め
た
者
に
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

２

指
定
試
験
機
関
は
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
指
定
試
験
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
検
資
格
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
申
請
に
係
る
検
定
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
含
む
。）が
あ
る
と
認
め
た
者
に
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

第
十
一
条
・
第
十
二
条

（
略
）

第
七
条
・
第
八
条

（
略
）

（
合
格
証
明
書
の
交
付
）

（
合
格
証
明
書
の
交
付
）

第
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五

号
の
二
に
よ
る
合
格
証
明
書
交
付
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
二

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
号
の
二
に
よ
る
合
格
証
明
書
交
付
申
請
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
合
格
証
明
書
の
書
換
え
申
請
）

（
合
格
証
明
書
の
書
換
え
申
請
）

第
十
五
条

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
合
格
証
明
書
の
書
換
え
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
本
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
合
格
証
明
書
の
書
換
え

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
技
術
検
定
合
格
証
明
書
書
換
申
請
書
に
合
格
証

明
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
技
術
検
定
合
格
証
明
書
書
換
申
請
書
に
合
格
証

明
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
十
七
条

こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
第
十
三
条
に
規
定

す
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

又
は
前
条
に
規
定
す
る
合
格
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局

長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

第
十
二
条

こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
第
八
条
の
二
に
規

定
す
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
合
格
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
整

備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



一

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

一

第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

二

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

二

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

三

前
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

三

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

検
定
種
目

検
定
区
分

検
定
科
目

検

定

基

準

種

目

検
定
区
分

検
定
科
目

検

定

基

準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

検
定
種
目

検
定
区
分

検
定
科
目

検

定

基

準

種

目

検
定
区
分

検
定
科
目

検

定

基

準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

（
新
設
）

検
定
種
目

検
定
種
別

第
一
次
検
定
科
目

第
二
次
検
定
科
目

建
設
機
械

施
工
管
理

第
一
種

土
木
工
学

ト
ラ
ク
タ
ー
系
建
設
機
械
操
作
施
工

法

建
設
機
械
原
動
機

石
油
燃
料

施
工
管
理
法

潤
滑
剤

ト
ラ
ク
タ
ー
系
建
設
機
械

ト
ラ
ク
タ
ー
系
建
設
機
械
施
工
法

施
工
管
理
法

法
規

第
二
種

土
木
工
学

シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械
操
作
施
工
法

建
設
機
械
原
動
機

施
工
管
理
法

石
油
燃
料

潤
滑
剤

シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械

シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械
施
工
法

施
工
管
理
法

法
規

第
三
種

土
木
工
学

モ
ー
タ
ー
・
グ
レ
ー
ダ
ー
操
作
施
工

法

建
設
機
械
原
動
機

石
油
燃
料

施
工
管
理
法

潤
滑
剤

モ
ー
タ
ー
・
グ
レ
ー
ダ
ー

モ
ー
タ
ー
・
グ
レ
ー
ダ
ー
施
工
法

施
工
管
理
法

法
規

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



第
四
種

土
木
工
学

締
め
固
め
建
設
機
械
操
作
施
工
法

建
設
機
械
原
動
機

施
工
管
理
法

石
油
燃
料

潤
滑
剤

締
め
固
め
建
設
機
械

締
め
固
め
建
設
機
械
施
工
法

施
工
管
理
法

法
規

第
五
種

土
木
工
学

舗
装
用
建
設
機
械
操
作
施
工
法

建
設
機
械
原
動
機

施
工
管
理
法

石
油
燃
料

潤
滑
剤

舗
装
用
建
設
機
械

舗
装
用
建
設
機
械
施
工
法

施
工
管
理
法

法
規

第
六
種

土
木
工
学

基
礎
工
事
用
建
設
機
械
操
作
施
工
法

建
設
機
械
原
動
機

施
工
管
理
法

石
油
燃
料

潤
滑
剤

基
礎
工
事
用
建
設
機
械

基
礎
工
事
用
建
設
機
械
施
工
法

施
工
管
理
法

法
規

土
木
施
工

管
理

土
木

土
木
工
学
等

施
工
管
理
法

施
工
管
理
法

法
規

鋼
構
造
物

塗
装

土
木
工
学
等

鋼
構
造
物
塗
装
施
工
管
理
法

鋼
構
造
物
塗
装
施
工
管
理
法

法
規

薬
液
注
入

土
木
工
学
等

薬
液
注
入
施
工
管
理
法

薬
液
注
入
施
工
管
理
法

法
規

別
表
第
四
（
第
二
条
関
係
）

（
新
設
）

検

定

種

別

第

二

次

検

定

科

目

建
築

施
工
管
理
法

躯
体

躯
体
施
工
管
理
法

仕
上
げ

仕
上
施
工
管
理
法

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
１
号






［

規
則
第
７
条
第
１
項
及
び
第
８
条
第
１
項















］

様
式
第
１
号








［

規
則
第
４
条
第
１
項







］

（
削
る
）

様
式
第
１
号








［

規
則
第
４
条
第
１
項
］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
２
号






［

規
則
第
８
条
第
１
項
第
４
号










］

様
式
第
２
号








［

規
則
第
４
条
第
１
項
第
３
号










］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
削
る
）

様
式
第
２
号








［

規
則
第
４
条
第
１
項
第
３
号
］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
３
号






［

規
則
第
９
条
第
１
項







］

様
式
第
３
号








［

規
則
第
５
条




］

（
削
る
）

様
式
第
３
号








［

規
則
第
５
条
］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
４
号






［

規
則
第
９
条
第
１
項







］

様
式
第
４
号








［

規
則
第
５
条




］

（
削
る
）

様
式
第
４
号








［

規
則
第
５
条
］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様式第５号［規則第10条

    

］ 様式第５号［規則第６条

    

］

様式第５号［規則第10条

    

］ 様式第５号［規則第６条

    

］

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






様
式
第
５
号
の
２








［

規
則
第
13条




］

様
式
第
５
号
の
２










［

規
則
第
８
条
の
２






］

（
削
る
）

様
式
第
５
号
の
２










［

規
則
第
８
条
の
２
］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様式第６号［規則第14条

    

］ 様式第６号［規則第９条

    

］

様式第６号［規則第14条

    

］ 様式第６号［規則第９条

    

］

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






様式第６号［規則第14条

    

］ 様式第６号［規則第９条

    

］

様式第６号［規則第14条

    

］ 様式第６号［規則第９条

    

］

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






様
式
第
７
号
［
規
則
第
15条




］

様
式
第
７
号
［
規
則
第
11条




］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
８
号
［
規
則
第
16条




］

様
式
第
８
号
［
規
則
第
11条




］

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



改

正

後

改

正

前

（
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
五
条

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
の

三
十
日
前
ま
で
に
許
可
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
前

三
十
日
ま
で
に
許
可
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
七
条
第
二
号
ハ
の
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
）

（
法
第
七
条
第
二
号
ハ
の
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
）

第
七
条
の
三

法
第
七
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技

術
又
は
技
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

第
七
条
の
三

法
第
七
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技

術
又
は
技
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
の
種
類
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
の
種
類
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者

土
木
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
設
機
械
施
工
管
理
又
は
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の

第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
土
木
」

と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

二

（
略
）

土
木
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
建
設
機
械
施

工
管
理
又
は
一
級
の
土
木
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を「
土
木
」

と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

（
略
）

建
築
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

二

（
略
）

建
築
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
建
築
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す

る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

（
略
）

大
工
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
躯
体
」
又
は
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合

格
し
た
者

大
工
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
躯
体
」
又
は
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も

の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
大
工
工

事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
二

級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後

大
工
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四
・
五

（
略
）

二
・
三

（
略
）

六

建
築
一
式
工
事
及
び
大
工
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
大
工
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

四

建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を

有
す
る
者
の
う
ち
、
大
工
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者

七

大
工
工
事
及
び
内
装
仕
上
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
大
工
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

五

大
工
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
大
工
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





左
官
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

左
官
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
土
木
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二

次
検
定
に
合
格
し
た
後
左
官
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
左
官
工
事

に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

と
び
・
土

工
工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
設
機
械
施
工
管
理
又
は
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の

第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
土
木
」

又
は
「
薬
液
注
入
」
と
す
る
も
の
に
限
り
、
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定

に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

と
び
・
土

工
工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
建
設
機
械
施

工
管
理
、
一
級
の
土
木
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
土
木
」

又
は
「
薬
液
注
入
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）又
は
一
級
の
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級

の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た

者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
と

び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を
「
鋼
構
造
物
塗
装
」
と
す
る
も
の
に
限
り
、
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の

第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に

合
格
し
た
後
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す

る
者

（
新
設
）

四
〜
七

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

八

土
木
一
式
工
事
及
び
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

六

土
木
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え

る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

九

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
及
び
解
体
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者
の
う
ち
、
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務

の
経
験
を
有
す
る
者

七

と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え

る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

石
工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
又
は
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二

次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
土
木
」
と

す
る
も
の
に
限
り
、建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
仕

上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

石
工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
土
木

施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

又
は
一
級
の
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と

す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
石

工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を
「
鋼
構
造
物
塗
装
」
又
は
「
薬
液
注
入
」
と
す
る
も
の
に
限
り
、
建
築
施
工

管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る

も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
石
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

屋
根
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

屋
根
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
土
木
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二

次
検
定
に
合
格
し
た
後
屋
根
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
屋
根
工
事

に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四
・
五

（
略
）

二
・
三

（
略
）

六

建
築
一
式
工
事
及
び
屋
根
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
屋
根
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

四

建
築
工
事
業
及
び
屋
根
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を

有
す
る
者
の
う
ち
、
屋
根
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者

電
気
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
電
気
工
事
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格

し
た
者

電
気
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
電
気
工
事
施

工
管
理
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

管
工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
管
工
事
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し

た
者

管
工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
管
工
事
施
工

管
理
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

タ
イ
ル
・

れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク

工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
躯
体
」
又
は
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合

格
し
た
者

タ
イ
ル
・

れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク

工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
躯
体
」
又
は
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も

の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
土
木
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二

次
検
定
に
合
格
し
た
後
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を「
建
築
」と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ

ク
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四
・
五

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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鋼
構
造
物

工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
又
は
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二

次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
土
木
」
と

す
る
も
の
に
限
り
、建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
躯

体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

鋼
構
造
物

工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
土
木

施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

又
は
一
級
の
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
躯
体
」
と
す

る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

鉄
筋
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

鉄
筋
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す

る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
若
し
く
は
造

園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
土
木
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
若
し

く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
鉄
筋
工
事
に
関
し
三
年

以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施

工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の

第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に

合
格
し
た
後
鉄
筋
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

舗
装
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
設
機
械
施
工
管
理
又
は
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の

第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
土
木
」

と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

舗
装
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
建
設
機
械
施

工
管
理
又
は
一
級
の
土
木
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を「
土
木
」

と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

し
ゆ
ん
せ

つ
工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

し
ゆ
ん
せ

つ
工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
土
木

施
工
管
理
又
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す

る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係

る
一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
管
工
事
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の

第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る

者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二

級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ

つ
て
は
種
別
を
「
鋼
構
造
物
塗
装
」
又
は
「
薬
液
注
入
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格

し
た
後
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

五

土
木
一
式
工
事
及
び
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

の
う
ち
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

土
木
工
事
業
及
び
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え

る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

板
金
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

板
金
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
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二

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次

検
定
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
板
金
工
事
に
関

し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定

又
は
第
二
次
検
定（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
建

築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
板
金
工
事
に
関
し
五
年
以
上

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

ガ
ラ
ス
工

事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

ガ
ラ
ス
工

事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
ガ
ラ
ス

工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
二

級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

に
合
格
し
た
後
ガ
ラ
ス
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

五

建
築
一
式
工
事
及
び
ガ
ラ
ス
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
ガ
ラ
ス
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

建
築
工
事
業
及
び
ガ
ラ
ス
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者
の
う
ち
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者

塗
装
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
又
は
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二

次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
鋼
構
造
物

塗
装
」
と
す
る
も
の
に
限
り
、
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は

種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

塗
装
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
土
木

施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
鋼
構
造
物
塗
装
」
と
す
る
も
の

に
限
る
。）又
は
一
級
の
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕

上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
塗

装
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を
「
土
木
」
又
は
「
薬
液
注
入
」
と
す
る
も
の
に
限
り
、
建
築
施
工
管
理
に
係

る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限

る
。）に
合
格
し
た
後
塗
装
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

防
水
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

防
水
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
土
木
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二

次
検
定
に
合
格
し
た
後
防
水
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）
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三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
防
水
工
事

に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

五

建
築
一
式
工
事
及
び
防
水
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
防
水
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

建
築
工
事
業
及
び
防
水
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を

有
す
る
者
の
う
ち
、
防
水
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者

内
装
仕
上

工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

内
装
仕
上

工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
後
内
装
仕

上
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
二

級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

に
合
格
し
た
後
内
装
仕
上
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四
・
五

（
略
）

二
・
三

（
略
）

六

建
築
一
式
工
事
及
び
内
装
仕
上
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の

う
ち
、
内
装
仕
上
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

四

建
築
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実

務
の
経
験
を
有
す
る
者

七

大
工
工
事
及
び
内
装
仕
上
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
内
装
仕
上
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

五

大
工
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実

務
の
経
験
を
有
す
る
者

機
械
器
具

設
置
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係

る
一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
機
械
器
具
設
置
工
事
に
関
し
三

年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

機
械
器
具

設
置
工
事

業

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
技
術
部
門
を
機
械
部
門
又
は

総
合
技
術
監
理
部
門
（
選
択
科
目
を
機
械
部
門
に
係
る
も
の
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る

も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係

る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
機
械
器
具
設
置
工
事
に
関
し
五

年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
技
術
部
門
を
機
械
部
門

又
は
総
合
技
術
監
理
部
門
（
選
択
科
目
を
機
械
部
門
に
係
る
も
の
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

熱
絶
縁
工

事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

熱
絶
縁
工

事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
若
し
く
は
造

園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
土
木
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
若
し

く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
熱
絶
縁
工
事
に
関
し
三

年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施

工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の

第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合

格
し
た
後
熱
絶
縁
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

五

建
築
一
式
工
事
及
び
熱
絶
縁
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
熱
絶
縁
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

建
築
工
事
業
及
び
熱
絶
縁
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者
の
う
ち
、
熱
絶
縁
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者

電
気
通
信

工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
に

合
格
し
た
者

電
気
通
信

工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
電
気
通
信
工

事
施
工
管
理
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

造
園
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た

者

造
園
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
造
園
施
工
管

理
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

さ
く
井
工

事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一

級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
さ
く
井
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務

の
経
験
を
有
す
る
者

さ
く
井
工

事
業

（
新
設
）

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二

級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
さ
く
井
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務

の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三
〜
五

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

建
具
工
事

業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

建
具
工
事

業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
築

施
工
管
理
又
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
仕
上
げ
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次

検
定
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
建
具
工
事
に
関

し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定

又
は
第
二
次
検
定（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
建

築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
建
具
工
事
に
関
し
五
年
以
上

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

水
道
施
設

工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二
次
検
定
（
二
級
の
第

二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

水
道
施
設

工
事
業

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
土
木

施
工
管
理
又
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す

る
も
の
に
合
格
し
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
若
し
く
は
造

園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
若
し

く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
水
道
施
設
工
事
に
関
し

三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施

工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の

第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
鋼
構
造
物
塗
装
」
又
は
「
薬
液
注
入
」
と
す
る
も
の

に
限
る
。）に
合
格
し
た
後
水
道
施
設
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

（
略
）

二

（
略
）

五

土
木
一
式
工
事
及
び
水
道
施
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の

う
ち
、
水
道
施
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

土
木
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実

務
の
経
験
を
有
す
る
者

消
防
施
設

工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係

る
一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
消
防
施
設
工
事
に
関
し
三
年
以

上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

消
防
施
設

工
事
業

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
甲

種
消
防
設
備
士
免
状
又
は
乙
種
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
又
は
管
工
事
施
工
管
理
に
係

る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
消
防
施
設
工
事
に
関
し
五
年
以

上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

清
掃
施
設

工
事
業

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施

工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
清
掃
施
設
工
事
に

関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

清
掃
施
設

工
事
業

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
技
術
部
門
を
衛
生
工
学
部
門

（
選
択
科
目
を
「
廃
棄
物
・
資
源
循
環
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）又
は
総
合
技
術
監
理
部
門

（
選
択
科
目
を
「
廃
棄
物
・
資
源
循
環
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た

者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施

工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
清
掃
施
設
工
事
に

関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
技
術
部
門
を
衛
生
工
学

部
門
（
選
択
科
目
を
「
廃
棄
物
・
資
源
循
環
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）又
は
総
合
技
術
監

理
部
門
（
選
択
科
目
を
「
廃
棄
物
・
資
源
循
環
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に

合
格
し
た
者

一

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
又
は
建
築
施
工
管
理
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
第
二

次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を
「
土
木
」
と

す
る
も
の
に
限
り
、建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
建

築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
合
格
し
た
者

一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
土
木

施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

又
は
一
級
の
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
建
築
」
又
は

「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

三

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
甲
種
消
防
設
備
士
免
状
又
は
乙
種
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者

二

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
若
し
く
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
第
一
次
検
定
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た
後
解

体
工
事
に
関
し
三
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

技
術
検
定
の
う
ち
土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理
に
係
る
二
級

の
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
土
木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ

て
は
種
別
を
「
鋼
構
造
物
塗
装
」
又
は
「
薬
液
注
入
」
と
す
る
も
の
に
限
り
、
建
築
施
工

管
理
に
係
る
二
級
の
第
二
次
検
定
に
あ
つ
て
は
種
別
を「
仕
上
げ
」と
す
る
も
の
に
限
る
。）

に
合
格
し
た
後
解
体
工
事
に
関
し
五
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

（
新
設
）
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四
〜
六

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

七

土
木
一
式
工
事
及
び
解
体
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
解
体
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

五

土
木
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を

有
す
る
者
の
う
ち
、
解
体
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者

八

建
築
一
式
工
事
及
び
解
体
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
、
解
体
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

六

建
築
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を

有
す
る
者
の
う
ち
、
解
体
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者

九

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
及
び
解
体
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の
経
験

を
有
す
る
者
の
う
ち
、
解
体
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

七

と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
十
二
年
以
上
実
務
の

経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
解
体
工
事
業
に
係
る
建
設
工
事
に
関
し
八
年
を
超
え
る
実
務

の
経
験
を
有
す
る
者

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
七
条
の
四

前
条
第
二
号
の
表
と
び
・
土
工
工
事
業
の
項
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
、
同
表
電
気
工
事
業
の
項

第
六
号
又
は
同
表
解
体
工
事
業
の
項
第
六
号
の
登
録
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
七
条
の
七
ま
で
、
第
七
条
の
十
五

及
び
第
七
条
の
十
八
に
お
い
て
「
登
録
」
と
い
う
。）は
、
そ
れ
ぞ
れ
登
録
地
す
べ
り
防
止
工
事
試
験
、
登
録
基

礎
ぐ
い
工
事
試
験
、
登
録
計
装
試
験
又
は
登
録
解
体
工
事
試
験
（
以
下
「
登
録
技
術
試
験
」
と
い
う
。）の
実
施

に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
技
術
試
験
事
務
」
と
い
う
。）を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

第
七
条
の
四

前
条
第
二
号
の
表
と
び
・
土
工
工
事
業
の
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
、
同
表
電
気
工
事
業
の
項

第
六
号
又
は
同
表
解
体
工
事
業
の
項
第
四
号
の
登
録
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
七
条
の
七
ま
で
、
第
七
条
の
十
五

及
び
第
七
条
の
十
八
に
お
い
て
「
登
録
」
と
い
う
。）は
、
そ
れ
ぞ
れ
登
録
地
す
べ
り
防
止
工
事
試
験
、
登
録
基

礎
ぐ
い
工
事
試
験
、
登
録
計
装
試
験
又
は
登
録
解
体
工
事
試
験
（
以
下
「
登
録
技
術
試
験
」
と
い
う
。）の
実
施

に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
技
術
試
験
事
務
」
と
い
う
。）を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
帳
簿
の
記
載
等
）

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
七
条
の
十
六

（
略
）

第
七
条
の
十
六

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
技
術
試
験
実
施
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出

力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
技
術
試
験
実
施
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
）

（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

変
更
届
出
書
を
提
出
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
四
条
第
三

項
の
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
書
類
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
（
第
三
条

第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
に
限
る
。）の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
施
工
体
制
台
帳
の
記
載
事
項
等
）

（
施
工
体
制
台
帳
の
記
載
事
項
等
）

第
十
四
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

作
成
建
設
業
者
が
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

作
成
建
設
業
者
が
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
〜
チ

（
略
）

イ
〜
チ

（
略
）

リ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定

技
能
の
在
留
資
格（
同
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
決
定
さ
れ
た
者（
第

四
号
リ
に
お
い
て
「
一
号
特
定
技
能
外
国
人
」
と
い
う
。）及
び
同
表
の
技
能
実
習
の
在
留
資
格
を
決
定
さ

リ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定

技
能
の
在
留
資
格（
同
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
決
定
さ
れ
た
者（
第

四
号
リ
に
お
い
て
「
一
号
特
定
技
能
外
国
人
」
と
い
う
。）、
同
表
の
技
能
実
習
の
在
留
資
格
を
決
定
さ
れ
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れ
た
者
（
第
四
号
リ
に
お
い
て
「
外
国
人
技
能
実
習
生
」
と
い
う
。）の
従
事
の
状
況

た
者
（
第
四
号
リ
に
お
い
て
「
外
国
人
技
能
実
習
生
」
と
い
う
。）及
び
同
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
特
定

活
動
の
在
留
資
格
を
決
定
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
四
号
リ
に
お
い
て

「
外
国
人
建
設
就
労
者
」
と
い
う
。）の
従
事
の
状
況

三

（
略
）

三

（
略
）

四

前
号
の
下
請
負
人
が
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

四

前
号
の
下
請
負
人
が
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
〜
チ

（
略
）

イ
〜
チ

（
略
）

リ

一
号
特
定
技
能
外
国
人
及
び
外
国
人
技
能
実
習
生
の
従
事
の
状
況

リ

一
号
特
定
技
能
外
国
人
、
外
国
人
技
能
実
習
生
及
び
外
国
人
建
設
就
労
者
の
従
事
の
状
況

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
工
事
現
場
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装

置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
施
工
体

制
台
帳
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
工
事
現
場
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ

る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
施
工
体
制
台
帳
へ
の
記
載
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
記
載
事
項
が
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

方
法
に
よ
り
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
当

該
工
事
現
場
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
当
該
添
付
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
記
載
事
項
が
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

方
法
に
よ
り
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
当

該
工
事
現
場
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記

録
を
も
つ
て
当
該
添
付
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
下
請
負
通
知
を
行
う
べ
き
事
項
等
）

（
再
下
請
負
通
知
を
行
う
べ
き
事
項
等
）

第
十
四
条
の
四

（
略
）

第
十
四
条
の
四

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

９

第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
の
記
載
事
項
が
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

方
法
に
よ
り
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電

子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記

録
を
も
つ
て
第
三
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
の
記
載
事
項
が
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

方
法
に
よ
り
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電

子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
第
三
項
に
規

定
す
る
添
付
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
専
門
工
事
の
合
意
の
内
容
等
）

（
特
定
専
門
工
事
の
合
意
の
内
容
等
）

第
十
七
条
の
六

（
略
）

第
十
七
条
の
六

（
略
）

２

法
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
四
号
の
主
任
技
術
者
が
法
第
二
十
六
条
の
三
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
を
証
す
る
書
面

一

前
項
第
四
号
の
主
任
技
術
者
が
法
第
二
十
六
条
の
三
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
を
証
す
る
書
面

二

（
略
）

二

（
略
）

（
講
習
規
程
の
記
載
事
項
）

（
講
習
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
七
条
の
十
二

法
第
二
十
六
条
の
十
一
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

第
十
七
条
の
十
二

法
第
二
十
六
条
の
十
一
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
一

第
十
七
条
の
十
六
第
三
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
講
習
業
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

第
十
七
条
の
十
四
第
三
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
講
習
業
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
十
七
条
の
十
六

（
略
）

第
十
七
条
の
十
六

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
講
習
実
施
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装

置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
二
十
六
条
の
十
七
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記

載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
講
習
実
施
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ

る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
二
十
六
条
の
十
七
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
講
習
の
実
施
結
果
の
報
告
）

（
講
習
の
実
施
結
果
の
報
告
）

第
十
七
条
の
十
八

（
略
）

第
十
七
条
の
十
八

（
略
）

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
修
了
者
一
覧
表
並
び

に
講
義
に
用
い
た
教
材
及
び
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
修
了
者
一
覧
表
並
び

に
講
義
に
用
い
た
教
材
及
び
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
十
七
条
の
三
十

（
略
）

第
十
七
条
の
三
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ

る
と
き
は
、当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
二
十
七
条
の
十
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を

も
つ
て
法
第
二
十
七
条
の
十
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
に
規
定
す
る
写
真
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と

き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
の
写
真
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
に
規
定
す
る
写
真
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ

て
同
項
の
写
真
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
）

（
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
）

第
十
七
条
の
三
十
四

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
資
格
者
証
交
付
申
請
書
に
交
付
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
資
格
者
証
用
写
真
」
と
い
う
。）を
添

え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
指
定
資
格
者
証
交
付
機
関
が
交
付
等
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定

資
格
者
証
交
付
機
関
。
第
三
項
、
第
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
の
三
十
七
第
一

項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
三
十
四

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
資
格
者
証
交
付
申
請
書
に
交
付
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
資
格
者
証
用
写
真
」
と
い
う
。）を
添

え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
指
定
資
格
者
証
交
付
機
関
が
交
付
等
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定

資
格
者
証
交
付
機
関
。
第
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
並
び
に
第
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住

民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
（
指
定
資
格
者
証
交
付
機
関
が
交
付
等
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
資
格
者
証
交

付
機
関
。
第
十
七
条
の
三
十
四
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規

定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代

わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
資
格
者
証
の
記
載
事
項
及
び
様
式
）

（
資
格
者
証
の
記
載
事
項
及
び
様
式
）

第
十
七
条
の
三
十
五

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

第
十
七
条
の
三
十
五

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

交
付
を
受
け
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一

交
付
を
受
け
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
住
所

二
〜
九

（
略
）

二
〜
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
資
格
者
証
の
記
載
事
項
の
変
更
等
）

（
資
格
者
証
の
記
載
事
項
の
変
更
）

第
十
七
条
の
三
十
六

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
三
十
日
以
内
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
資
格
者
証
に
変
更
に
係
る
事
項
の
記

載
を
受
け
、
又
は
新
た
な
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
三
十
六

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
三
十
日
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
、
資
格
者
証
に
変
更
に
係
る
事
項
の
記

載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

一

氏
名
、
本
籍
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
建
設
業
者
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七

条
の
三
十
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

三

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
建
設
業
者
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七

条
の
三
十
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
六
に
よ
る
資
格
者
証
変
更
届

出
書
を
、
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
こ
れ
に
第
十
七
条
の
三
十
四
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
六
に
よ
る
資
格
者
証
変
更
届

出
書
を
、
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
こ
れ
に
第
十
七
条
の
三
十
二
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
十
七
条
の
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
交
付
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

５

第
一
項
の
新
た
な
資
格
者
証
の
交
付
は
、
当
該
申
請
者
が
現
に
有
す
る
資
格
者
証
と
引
換
え
に
行
う
も
の
と

す
る
。

（
新
設
）

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
新
た
な
資
格
者
証
の
有
効
期
間
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起

算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
資
格
者
証
の
再
交
付
等
）

（
資
格
者
証
の
再
交
付
等
）

第
十
七
条
の
三
十
七

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
資
格
者
証
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又

は
破
損
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
資
格
者
証
の
再
交
付
又
は
新
た
な
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
の
三
十
七

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
資
格
者
証
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又

は
破
損
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
資
格
者
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
七
条
の
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
交
付
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
削
る
）

３

汚
損
又
は
破
損
を
理
由
と
す
る
資
格
者
証
の
再
交
付
は
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
資
格
者
証
と
引
換
え
に

新
た
な
資
格
者
証
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

資
格
者
証
を
亡
失
し
て
そ
の
再
交
付
又
は
新
た
な
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
亡
失
し
た
資
格
者
証

を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
発
見
し
た
資
格
者
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

資
格
者
証
を
亡
失
し
て
そ
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
亡
失
し
た
資
格
者
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
発
見
し
た
資
格
者
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

汚
損
又
は
破
損
を
理
由
と
す
る
資
格
者
証
の
再
交
付
又
は
新
た
な
資
格
者
証
の
交
付
は
、
汚
損
し
、
又
は
破

損
し
た
資
格
者
証
と
引
換
え
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
新
た
な
資
格
者
証
の
有
効
期
間
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起

算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
資
格
者
証
の
有
効
期
間
の
更
新
）

（
資
格
者
証
の
有
効
期
間
の
更
新
）

第
十
七
条
の
三
十
八

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
者
証
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請

は
、
当
該
資
格
者
証
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
新
た
な
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
八

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
者
証
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請

は
、
新
た
な
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
交
付
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
十
七
条
の
三
十
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
交
付
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
七
条
の
四
十
四

第
十
七
条
の
二
十
三
、
第
十
七
条
の
二
十
八
、
第
十
七
条
の
三
十
二
及
び
第
十
七
条
の
三

十
三
の
規
定
は
、
指
定
資
格
者
証
交
付
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
十

三
中
「
法
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
七
条
の
四
十
四

第
十
七
条
の
二
十
一
、
第
十
七
条
の
二
十
六
、
第
十
七
条
の
三
十
及
び
第
十
七
条
の
三
十

一
の
規
定
は
、
指
定
資
格
者
証
交
付
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
十
一

中
「
法
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
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第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
」
と
、
第
十
七
条
の
二
十
八
第
一
項
中
「
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
前
段
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
前
段
」
と
、「
試
験

事
務
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
等
事
務
規
程
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
後
段
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
後
段
」
と
、

第
十
七
条
の
三
十
二
中
「
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
号
並
び
に
第
十
七
条
の
三
十
三
第
一
号
及

び
第
二
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
等
事
務
」
と
、
同
条
中
「
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
三
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
十
七
条
の
四
第
二
項
」
と
、
第
十
七
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
前
段
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
前
段
」
と
、「
試
験
事

務
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
等
事
務
規
程
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
後
段
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
後
段
」
と
、
第

十
七
条
の
三
十
中
「
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
号
並
び
に
第
十
七
条
の
三
十
一
第
一
号
及
び
第

二
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
等
事
務
」
と
、
同
条
中
「
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
三
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
三
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
等
）

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
十
八
条
の
十
六

（
略
）

第
十
八
条
の
十
六

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面

又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面

に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
二
十
一
条
の
八

（
略
）

第
二
十
一
条
の
八

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出

力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
六
条
の
十
七
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
の
十
七

に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
十
一
条
の
十

第
十
七
条
の
五
、
第
十
七
条
の
十
三
か
ら
第
十
七
条
の
十
五
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
十
七
の

規
定
は
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
十

第
十
七
条
の
五
、
第
十
七
条
の
十
一
か
ら
第
十
七
条
の
十
三
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
十
五
の

規
定
は
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
五

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
三

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
一

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
三
及
び
第
十

七
条
の
十
七
（
見
出
し
を
含

む
。）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
一
及
び
第
十

七
条
の
十
五
（
見
出
し
を
含

む
。）

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
四

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
二

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
五
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
七

（
略
）

（
略
）

第
十
七
条
の
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装
置

の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
四
十
条
の
三
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る

と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
四
十
条
の
三
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
が
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
、
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い

て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当

該
記
録
を
も
つ
て
同
項
各
号
に
規
定
す
る
添
付
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
が
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
、
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い

て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
各

号
に
規
定
す
る
添
付
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
又
は
出
力
装
置

の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
各
号
の
図
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る

と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
項
各
号
の
図
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
条

法
、
令
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
は
、
建
設
業
者
、
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
譲
受
人
、
合
併
存
続
法
人
等
、
分
割

承
継
法
人
若
し
く
は
相
続
人
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
法
第
七
条
第
二
号
ハ
、
法
第
十
五
条
第
二
号
ハ
若

し
く
は
第
七
条
第
一
号
ハ
の
認
定
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
若
し
く
は
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
住
所
地
又
は
建
設
業
者
団

体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、

法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
同
項
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
勧
告
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。）、
法
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
、

法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
七
項
、
法
第
二
十
九
条
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
法
第
二
十

九
条
の
三
第
三
項
、
法
第
二
十
九
条
の
四
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
法
第
四
十
一
条
並
び
に
法
第
四
十
一
条

の
二
（
第
五
項
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
三
十
条

法
、
令
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
は
、
建
設
業
者
、
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
譲
受
人
、
合
併
存
続
法
人
等
、
分
割

承
継
法
人
若
し
く
は
相
続
人
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
法
第
七
条
第
二
号
ハ
、
法
第
十
五
条
第
二
号
ハ
若

し
く
は
第
七
条
第
一
号
ハ
の
認
定
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
若
し
く
は
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
住
所
地
又
は
建
設
業
者
団

体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、

法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
同
項
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
勧
告
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。）、
法
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
、

法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
七
項
、
法
第
二
十
九
条
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
法
第
二
十

九
条
の
三
第
三
項
、
法
第
二
十
九
条
の
四
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
法
第
四
十
一
条
並
び
に
法
第
四
十
一
条

の
二
（
第
五
項
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
〜
十
六

（
略
）

一
〜
十
六

（
略
）

十
七
・
十
八

（
略
）

十
七
・
十
八

（
略
）

十
九

登
録
講
習
実
施
機
関
及
び
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
に
関
す
る
第
十
七
条
の
四
（
第
十
七
条
の
五
（
第

二
十
一
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
十

三
及
び
第
十
七
条
の
十
七
（
第
二
十
一
条
の
十
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

十
七
条
の
十
八
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
六
第
二
号
並
び
に
第
二
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

十
九

登
録
講
習
実
施
機
関
及
び
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
に
関
す
る
第
十
七
条
の
四
（
第
十
七
条
の
五
（
第

二
十
一
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
十

一
及
び
第
十
七
条
の
十
五
（
第
二
十
一
条
の
十
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

十
七
条
の
十
六
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
六
第
二
号
並
び
に
第
二
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

二
十

指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
資
格
者
証
交
付
機
関
に
関
す
る
第
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の

二
十
三
（
第
十
七
条
の
四
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
十

七
条
の
二
十
六
、
第
十
七
条
の
二
十
八
（
第
十
七
条
の
四
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十

七
条
の
二
十
九
、
第
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項
、
第
十
七
条
の
三
十
二
及
び
第
十
七
条
の
三
十
三
（
第
十
七

条
の
四
十
四
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
四
十
第
一
項
、
第
十
七

条
の
四
十
二
並
び
に
第
十
七
条
の
四
十
三
の
規
定
に
よ
る
権
限

二
十

指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
資
格
者
証
交
付
機
関
に
関
す
る
第
十
七
条
の
二
十
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二

十
一
（
第
十
七
条
の
四
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
十
七

条
の
二
十
四
、
第
十
七
条
の
二
十
六
（
第
十
七
条
の
四
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七

条
の
二
十
七
、
第
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
十
七
条
の
三
十
及
び
第
十
七
条
の
三
十
一
（
第
十
七
条
の

四
十
二
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
三
十
八
第
一
項
、
第
十
七
条

の
四
十
並
び
に
第
十
七
条
の
四
十
一
の
規
定
に
よ
る
権
限

二
十
一

資
格
者
証
に
関
す
る
第
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
（
第
十
七
条
の
三
十
八
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
三
十
五
第
三
項
、
第
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項

並
び
に
第
十
七
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

二
十
一

資
格
者
証
に
関
す
る
第
十
七
条
の
三
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
の
三
十
三
第
三
項
、
第
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項

並
び
に
第
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

二
十
二
〜
二
十
四

（
略
）

二
十
二
〜
二
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
五
号
の
四
（
第
十
七
条
の
三
十
四









関

係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
四
（
第
十
七
条
の
三
十
二









関

係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



記載要領 記載要領

１・２ （略） １・２ （略）

３ 「申請区分」の欄は、次の分類に従い該当する区分に〇を記入すること。 ３ 「申請区分」の欄は、次の分類に従い該当する区分に〇を記入すること。

「新規」…現在、資格者証の交付を受けていない者が交付を申請する場合 「新規」…現在、資格者証の交付を受けていない者が交付を申請する場合

「追加」…既に資格者証の交付を受けている者が資格者証に記載されている監理技術者資

格と異なる監理技術者資格を有することにより、記載される資格又は対応する

建設業の種類を変更するために新たな資格者証の交付を申請する場合

「追加」…既に資格者証の交付を受けている者が資格者証に記載されている監理技術者資

格と異なる監理技術者資格を有することにより、記載される資格又は対応する

建設業の種類を変更するために新たな資格者証の交付を申請する場合

「更新」…既に資格者証の交付を受けている者がその有効期間の更新を申請する場合 「更新」…既に資格者証の交付を受けている者がその有効期間の更新を申請する場合

「書換」


…既に資格者証の交付を受けている者が資格者証に記載されている事項の変更を

行うために新たな資格者証の交付を申請する場合

（新設）

「再発行」


…既に資格者証の交付を受けている者が「亡失」、「滅失」、「汚損」又は「破損」

により新たな資格者証の交付を申請する場合

（新設）

４～７ （略） ４～７ （略）

８ 「住所」の欄は、都道府県コードとそれに続く住所を記入すること。「都道府県コード」の

カラムには、別表の分類に従い該当するコードを記入し、また、都道府県名に続く郡市区

町村名・街区符号・住居番号等については、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ（ハイフン）

を用いて、例えば霞ヶ関２１３のように左詰めで記入すること。

８ 「住所」の欄は、都道府県コードとそれに続く住所を記入すること。「都道府県コード」の

カラムには、別表の分類に従い該当するコードを記入し、また、都道府県名に続く郡市区

町村名・街区符号・住居番号等については、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ（ハイフン）

を用いて、例えば霞ヶ関２１３のように左詰めで記入すること。

「電話番号」のカラムには、

例えば０６９４２１１４１のように左詰めで記

入すること。

「電話番号」のカラムには、市外局番、局番及び番号をそれぞれ（ハイフン）で区切り、


例えば０６９４２１１４１のように左詰めで記入すること。

９～11 （略） ９～11 （略）

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






様
式
第
二
十
五
号
の
五
（
第
十
七
条
の
三
十
五









関

係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
五
（
第
十
七
条
の
三
十
三









関

係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
五
号
の
六
（
第
十
七
条
の
三
十
六









関

係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
六
（
第
十
七
条
の
三
十
四









関

係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



記載要領 記載要領
１～７ （略） １～７ （略）
８ 住所に変更があつた場合は、「住所」「郵便番号」「電話番号」のすべてのカラムに変更後の内
容を記入すること。その際、「住所」のカラムには、都道府県コードとそれに続く住所を記入
すること。「都道府県コード」のカラムには、別表の分類に従い該当するコードを記入し、
また、都道府県名に続く郡市区町村名・街区符号・住居番号等については、「丁目」「番」及び
「号」をそれぞれ（ハイフン）を用いて、例えば霞ヶ関２１３のように左
詰めで記入すること。「電話番号」のカラムには、


例えば０６９４２１１４１の

ように左詰めで記入すること。

８ 住所に変更があつた場合は、「住所」「郵便番号」「電話番号」のすべてのカラムに変更後の内
容を記入すること。その際、「住所」のカラムには、都道府県コードとそれに続く住所を記入
すること。「都道府県コード」のカラムには、別表の分類に従い該当するコードを記入し、
また、都道府県名に続く郡市区町村名・街区符号・住居番号等については、「丁目」「番」及び
「号」をそれぞれ（ハイフン）を用いて、例えば霞ヶ関２１３のように左
詰めで記入すること。「電話番号」のカラムには、市外局番、局番及び番号をそれぞれ（ハ


イフン）で区切り、


例えば０６９４２１１４１のように左詰めで記入すること。
９・10 （略） ９・10 （略）

様式第二十五号の七（第十七条の三十七


関係） 様式第二十五号の七（第十七条の三十五


関係）
（略） （略）

（別 表） （別 表）

コード 資 格 区 分 コード 資 格 区 分

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

1A 〃 （附則第４条該当）
1A 〃 （附則第４条該当）

1F 一級建設機械施工管理技士補

12 二級建設機械施工管理技士


（第１種～第６種） 12 二級建設機械施工管理技士


（第１種～第６種）

1B 〃 （第１種～第６種）（附則第四条該当）
1B 〃 （第１種～第６種）（附則第四条該当）

1G 二級建設機械施工管理技士補（第１種～第６種）

13 （略） 13 （略）

1C 〃 （附則第４条該当）
1C 〃 （附則第４条該当）

1H 一級土木施工管理技士補

14 二級土木施工管理技士


（土木） 14 二級 〃


（土木）

1D 〃 （土木）（附則第４条）
1D 〃 （土木）（附則第４条）

1J 二級土木施工管理技士補（土木）

15 二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
15 〃 （鋼構造物塗装）

1K 二級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装）

16 二級土木施工管理技士


（薬液注入） 16 〃


（薬液注入）

1E 〃 （薬液注入）（附則第４条該当）
1E 〃 （薬液注入）（附則第４条該当）

1L 二級土木施工管理技士補（薬液注入）

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






建

設

業

法

20 （略） 建

設

業

法

20 （略）

2A 〃 （附則第４条該当）
2A 〃 （附則第４条該当）

2C 一級建築施工管理技士補

21 二級建築施工管理技士


（建築） 21 二級 〃


（建築）

（略） （略） （略） （略）

23 〃 （仕上げ）
23 〃 （仕上げ）

2D 二級建築施工管理技士補

27 一級電気工事施工管理技士
27 一級電気工事施工管理技士

2E 一級電気工事施工管理技士補

28 二級電気工事施工管理技士
28 二級電気工事施工管理技士

2F 二級電気工事施工管理技士補

29 一級管工事施工管理技士
29 一級管工事施工管理技士

2G 一級管工事施工管理技士補

30 二級管工事施工管理技士
30 二級管工事施工管理技士

3A 二級管工事施工管理技士補

31 一級電気通信工事施工管理技士
31 一級電気通信工事施工管理技士

3B 一級電気通信工事施工管理技士補

32 二級電気通信工事施工管理技士
32 二級電気通信工事施工管理技士

3C 二級電気通信工事施工管理技士補

33 一級造園施工管理技士
33 一級造園施工管理技士

3D 一級造園施工管理技士補

34 二級造園施工管理技士
34 二級造園施工管理技士

3E 二級造園施工管理技士補

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
（別 表） （別 表）

コード 資 格 区 分 コード 資 格 区 分

（略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






111 （略） 111 （略）

11A 〃 （附則第４条該当）
11A 〃 （附則第４条該当）

11F 一級建設機械施工管理技士補

212 二級建設機械施工管理技士


（第１種～第６種） 212 二級 〃


（第１種～第６種）

21B
〃 （第１種～第６種）（附則第４条該当）

21B 〃 （第１種～第６種）（附則第４条該当）
21G 二級建設機械施工管理技士補（第１種～第６種）

（略） （略） （略） （略）

11C 〃 （附則第４条該当）
11C 〃 （附則第４条該当）

11H 一級土木施工管理技士補

214 二級土木施工管理技士


（土木） 214 二級 〃


（土木）

21D （略）
21D （略）

21I 二級土木施工管理技士補（土木）

215 二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
215 〃 （鋼構造物塗装）

21J 二級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装）

216 二級土木施工管理技士


（薬液注入） 216 〃


（薬液注入）

21E 〃 （薬液注入）（附則第４条該当）
21E 〃 （薬液注入）（附則第４条該当）

21K 二級土木施工管理技士補（薬液注入）

120 （略） 120 （略）建

設

業

法

12A 〃 （附則第４条該当）

建

設

業

法

12A 〃 （附則第４条該当）
12C 一級建築施工管理技士補

221 二級建築施工管理技士


（建築） 221 二級 〃


（建築）

（略） （略） （略） （略）

223 〃 （仕上げ）
223 〃 （仕上げ）

22D 二級建築施工管理技士補

127 一級電気工事施工管理技士
127 一級電気工事施工管理技士

12E 一級電気工事施工管理技士補

228 二級電気工事施工管理技士
228 二級 〃

22F 二級電気工事施工管理技士補

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






129
一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

129
一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

12G
一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士
補

230
二
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

230
二
級

〃
23A

二
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士
補

131
一
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

131
一
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

13B
一
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士
補

232
二
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士

232
二
級

〃
23C

二
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
技
士
補

133
一
級
造
園
施
工
管
理
技
士

133
一
級
造
園
施
工
管
理
技
士

13D
一
級
造
園
施
工
管
理
技
士
補

234
二
級
造
園
施
工
管
理
技
士

234
二
級

〃
23E

二
級
造
園
施
工
管
理
技
士
補

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考
（
略
）

備
考
（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
第
四
条

建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
二
号
の
表
中
「
種
別
」
を
「
検
定
種
別
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
十
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
十
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
条
第
一
号
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
の
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
第
三
十
四
条
第
三
項
、
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
四
号
、
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び

第
二
号
ロ
、
令
第
三
十
八
条
、
令
第
三
十
九
条
、
令
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
令
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
、
令
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
令
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中「
第
四
十
五
条
第
二
号
」

を
「
令
第
四
十
二
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
第
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
（
」
の
下
に
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
、
第
十
七
条
の
三
十
七
第
三
項
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
及
び
第
三
条
（
建
設
業
法
施
行
規
則
第
五
条
、
第
七
条
の
十
六
第
二
項
、
第
九
条
第
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
四
第
九
項
、
第
十
七
条
の
六
第
二
項
第
一
号
、
第
十
七
条
の
十
二
第

十
一
号
、
第
十
七
条
の
十
六
第
二
項
、
第
十
七
条
の
十
八
第
二
項
、
第
十
七
条
の
三
十
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
の
三
十
八
第
二
項
、
第
十
七
条
の
四
十
四
、
第
十
八
条
の
十

六
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
八
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
十
、
第
二
十
六
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
。）並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）
令
和
五
年
七
月
一
日

三

附
則
第
四
条
の
規
定

令
和
六
年
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
施
工
技
術
検
定
規
則
様
式
第
六
号
に
よ
る
合
格
証
明
書
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
施
工
技
術
検
定
規
則
（
以
下
「
第
二
条
改
正
後
施
工
技
術
検
定
規

則
」
と
い
う
。）様
式
第
六
号
に
よ
る
合
格
証
明
書
と
み
な
す
。

第
三
条

建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
に
建
設
業
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い

た
者
か
ら
第
二
条
改
正
後
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
又
は
第
二
条
改
正
後
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
交
付
す
る
合

格
証
明
書
の
様
式
は
、
第
二
条
改
正
後
施
工
技
術
検
定
規
則
様
式
第
六
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。





附則様式（附則第３条関係）

附則様式（附則第３条関係）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



附則様式（附則第３条関係）

附則様式（附則第３条関係）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
建
設
業
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
た

者
か
ら
新
規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
又
は
新
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

合
格
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
交
付
す
る
合
格
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記

様
式
第
六
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
建
設
業
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
た

者
か
ら
新
規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
又
は
新
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

合
格
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
交
付
す
る
合
格
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
記

様
式
第
六
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
様
式

（
附
則
第
３
項
関
係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
準
備
行
為
）

第
四
条

第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
（
い
ず
れ
も
指
定
試
験
機
関
が
第
一
次
検
定
又
は
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
二
条
改
正
後
施
工
技
術
検
定
規
則
第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
二
条
改
正
後
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
第
二
条
改
正
後
施
工
技
術
検
定
規
則
第
四
条

か
ら
第
六
条
ま
で
に
定
め
る
受
検
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
受
検
票
の
交
付
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
設
業
法
施
行
規
則
及
び
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

建
設
業
法
施
行
規
則
及
び
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。





附
則
様
式

（
附
則
第
３
項
関
係
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
改
正
前
の
施
工
技
術
検
定
規
則
様
式
第
六
号
に
よ
る
合
格
証
明
書
は
、
新

施
工
技
術
検
定
規
則
様
式
第
六
号
に
よ
る
合
格
証
明
書
と
み
な
す
。

（
新
設
）

５

建
設
業
法
施
行
規
則
及
び
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令

第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
一
部
施
行
日
ま
で
の
間
に
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適

正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
業
法
第
二
十
七

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
た
者
か
ら
新
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
又
は
新
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の

再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
交
付
す
る
合
格
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
施
工
技
術
検
定
規
則
別
記

様
式
第
六
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





改

正

後

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

建
設
業
法
施
行
規
則
及
び
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令

第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
一
部
施
行
日
ま
で
の
間
に
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適

正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
業
法
第
二
十
七

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
た
者
か
ら
新
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
又
は
新
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の

再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
交
付
す
る
合
格
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
施
工
技
術
検
定
規
則
別
記

様
式
第
六
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５

建
設
業
法
施
行
規
則
及
び
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令

第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
一
部
施
行
日
ま
で
の
間
に
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適

正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
業
法
第
二
十
七

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
た
者
か
ら
新
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の
書
換
え
又
は
新
施
工
技
術
検
定
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
合
格
証
明
書
の

再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
交
付
す
る
合
格
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
施
工
技
術
検
定
規
則
別
記

様
式
第
六
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
様
式

（
附
則
第
２
条
第
５
項
関
係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。





附
則
様
式

（
附
則
第
２
条
第
５
項
関
係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報


